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要 望 項 目 過疎地から県立高校への通学負担軽減について(新規) 

要 望 先 

国  

県 教育庁（教職員課） 

その他  

関 係 法 令  事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 青森県立青森北高校今別校舎の募集停止前から、今別町の中学卒業生の過半数は町外の高校へ進学している状

況です。令和 4 年には同校が閉校になり、当町の中学卒業生全員が町外の高校への進学を余儀なくされておりま

す。 

一番近い県立高校である青森北高等学校（以下、「青森北高校」）でも町からは48kmも離れており、JR津軽線を

利用しての通学は片道１時間以上を要し通学定期代も年間 10 万円を超えます。新幹線での通学では片道 30 分程

度に短縮されるものの定期代が月間 6 万円を超える状況であり、いずれの場合も保護者の経済的負担は大きく、

高校進学や住宅新築のタイミングで家族まるごと近隣市へ転居する事例が相次いでおります。 

一方で、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成 28 年に発表した「ＵＩＪターンの促進・支援と地方の活

性化－若年期の地域移動に関する調査結果－」では、『高校卒業まで地元で暮らすと愛郷心が強くなりＵターン希

望が強くなる。』と指摘されており、当町でも高校卒業まで当町に住み続け、当町から通える環境づくりに取り組

んでおります。 

具体的には、子育て世帯の負担軽減と人口流出の抑制を目的に、町独自に通学定期の半額助成に取り組んでお

り、ほぼ全高校生が活用しております。厳しい財政状況の中で子育て世代の流出を食い止めるために町独自の施

策として助成していますが、町単独予算では財政的負担も大きく施策にも限界があります。 

このまま高校再編の煽りを受け若年層の人口流出に歯止めがかからなければ、当町のみならず過疎町村部の消

滅という最悪のシナリオは、より近い将来に現実のものとなります。 

鳥取県では令和 2 年から、県が主導し高校生への通学費助成事業を実施し、各生徒の負担を月 7,000 円まで軽

減しております。 

 県立高校の統廃合により通学に時間が掛かる場所が増加している中で、本県でも鳥取県と同様に、県から通学

弱者とも言える過疎地の高校生とその家族への助成を検討していただくよう強く要望します。 

 

 

１． 過疎地の高校生への通学助成制度について 

 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

現在までの経緯 

 平成28年度から町独自の通学定期３割助成を開始。 

 令和2年度から町独自の通学定期が半額助成に。 

令和3年度末で青森県立青森北高等学校今別校舎と青森県立中里高校が閉校。 

 

参考事項 

 令和4年3月9日水曜日の東奥日報津軽総合「中里高校最後の1年第4部冬上」 

令和4年3月10日木曜日の東奥日報津軽総合「中里高校最後の1年第4部冬下」 

 

担当部署名 今別町 総務企画課 
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要 望 項 目 国道 280号（蓬田～蟹田）バイパス整備促進について（継続） 

要 望 先 

国 国土交通省（道路局） 

県 県土整備部（道路課） 

その他  

関 係 法 令 道路法 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 一般国道 280 号は、青森市から陸奥湾沿いに北上し、津軽半島最北端の外ヶ浜町三厩地区に至る半島循環道路

で地域住民の生命線となっていますが、冬期間は、降雪による交通渋滞が慢性化するなど、日常生活に支障をき

たしております。 

 また、東青地区の観光や、産業経済の振興並びに文化の向上にとって最も重要な路線あり、その機能強化のた

めに整備促進は緊急の課題となっております。 

 現在、蟹田Ⅱ期工区残工事区間Ｌ＝0.78ｋｍについては、用地取得、埋蔵文化調査が進められておりますが、

早期完成を望む声は地元住民の切実なものであります。 

 青森市と津軽半島地域の連絡機能の向上及び交流の促進を図るため、次の事項について特段の御配慮をいただ

きたい。 

 

 

 １．国道280号（蓬田～蟹田）バイパスの建設及び整備促進 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項  

 油川  ～ 内真部 Ｌ＝8.37ｋｍ  平成5年開通 

 内真部 ～ 蓬田  Ｌ＝10.20ｋｍ  平成14年開通 

 蓬田  ～ 蟹田  バイパスⅠ期工区 Ｌ＝5.12ｋｍ 平成22年開通 

蓬田  ～ 蟹田  バイパスⅡ期工区１工区 Ｌ＝0.90ｋｍ 平成29年開通 

 

 蓬田  ～ 蟹田  バイパスⅡ期工区２工区 

           ・平成 26年度 道路概略設計 

           ・平成 27年度 事業説明会、地形測量、道路予備設計 

           ・平成 28年度 路線測量、道路詳細設計 

           ・平成 29年度 事業説明会、用地測量、用地買収 

           ・平成 30年度 用地買収 

           ・令和元年度  用地買収、遺跡調査 

           ・令和 3年度 道路新設着手  

担当部署名 外ヶ浜町 建設課 
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要 望 項 目 蟹田川の河川整備について（継続） 

要 望 先 

国  

県 県土整備部（河川砂防課） 

その他  

関 係 法 令 河川法 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 蟹田川においては、過去南沢地区で大雨時に床下浸水する等、水災害のリスクの高い河川となっております。 

 令和元年度より、総合流域防災事業として、伐木除根工、掘削工を実施して頂いておりますが、他箇所につい 

ても引き続き、断面確保等による適正な維持管理をして頂くよう要望いたします。 

 

 

 

 １．蟹田川の伐木除根及び河床の掘削 

 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項  

平成28年度 要望箇所③ 掘削工 

平成29年度 要望箇所⑥ 掘削工 

平成30年度 要望箇所⑧ 掘削工・伐木除根工 

令和 元年度 要望箇所⑧ 掘削工・伐木除根工 

令和02年度 要望箇所⑨ 掘削工 

令和03年度 要望箇所① 伐採除根工 

令和04年度 要望箇所④ 掘削工 

 

 

担当部署名 外ヶ浜町 建設課 

 



 

 蟹田川の維持管理については以前より定期的に施工していただいており、河川の安全は確保されてきました。 

 しかし数年で再び土砂の堆積が見られ、掘削が必要な状況となっております。よって、下記要望箇所の継続的な維持管理を必要とします。 
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要 望 項 目 
主要地方道今別蟹田線（県道 14号）小国峠の道路整備について（新規） 

（今別町と外ヶ浜町の共同要望） 

要 望 先 

国  

県 県土整備部（道路課） 

その他  

関 係 法 令 道路法 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 主要地方道今別蟹田線は、今別町及び外ヶ浜町三厩地区から青森市、五所川原市へ通じる唯一の道路として町

民の命を繋ぐ重要な路線になっています。 

 しかし、当該路線は、急勾配の上にカーブが多く、特に冬季積雪期間は、一部区間で散水消雪施設を整備して

いるものの、その他の区間で路面凍結や積雪による車両事故が多発しており、地域住民は不安を感じているとこ

ろです。 

北海道新幹線奥津軽いまべつ駅の開業後は、物流・人流・観光・防災を支える最重要路線としての役割が更に

増していることから、住民の命を守る、事故のない安全な道路として、平坦化に向けた整備について要望いたし

ます。 

 

 

 

 １．主要地方道今別蟹田線（県道 14号）の平坦化に向けた道路整備について  

２．主要地方道今別蟹田線を重要物流道路として指定すること。 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項  

令和4年1月29日、今別町長と外ヶ浜町長の連名で青森県県土整備部長へ要望書を提出している。 

令和 4年 5月 31日、道路課及び関係町村等と連携をとりながら勉強会を開催し、今後の平坦化整備に向けた課題

や整備手法、現道の整備後の取扱等について意見交換（事業の検討）を継続していくことを確認した。 

担当部署名 外ヶ浜町 建設課 

 



 

主要地方道今別蟹田線（県道１４号）小国峠区間 位置図  

 

 

小国峠  

L=約 4km 


